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第 １０ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

 

日      時  平成２３年１０月２０日（木）午後２時００分 

 

場      所  津市白山庁舎 ２階 ２０５会議室 

 

出 席 部 会 委 員  25大井
お お い

 一司
か ず し

・28田口
た ぐ ち

 慶則
よしのり

・29堀川
ほりかわ

 忠
ただ

重
しげ

・30諸戸
も ろ と

 善
よし

昭
あき

 

31田中
た な か

 竹
たけ

次
つぐ

・33守山
もりやま

 孝之
たかゆき

・35池田
い け だ

 昌司
ま さ し

・36森田
も り た

 正孝
まさたか

 

37赤堀
あかほり

 嘉夫
よ し お

・38中川
なかがわ

 和雄
か ず お

・39萩野
は ぎ の

 忠司
た だ し

・40向田
むかいだ

 忠
ただ

美
み

 

42片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

・48渡邊
わたなべ

 晃一
てるかず

 

以上１４名 

欠 席 委 員  26笠井
か さ い

 克己
か つ み

・27鈴木
す ず き

 照
てる

正
まさ

・32長谷川
は せ が わ

 博
ひろし

 

 

出席部会員外委員  会長 野田 悟・34 浅井 競 

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・草深次長・中西主査 

 

総 合 支 所  久居：加賀主査 一志：片山担当主幹 白山：木下担当副主幹 

          美杉：松永主査 

 

議 事 録 署 名 者 ４８番 渡邊
わたなべ

 晃一
てるかず

・４２番 片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

 

 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転） 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・所有権移転） 

議案第４号 非農地証明願について 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に

ついて ＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

 

議  長   皆さん、第１０回農地部会にご参集いただきましてありがとうございます。

今、農家にとってはちょっと一休みの時期ですね。ちょっとゆとりがある時期

だと思うんですが、この時期は、局長が言われたように一番体調の崩しやすい

時期で視察研修が１１月にありますので、ぜひ体調を整えていただき、皆さん

そろってご参集いただきますよう、よろしくお願いします。 

       それでは、時間になりましたので部会に入らせていただきます。 

       本日の議事録署名委員に４８番 渡邊
わたなべ

委員、４２番 片
かた

岡
おか

委員、お２人よろ

しくお願いいたします。 

       それと、まず、言い忘れましたが、本日欠席されている委員が、鈴木
す ず き

委員、笠井
か さ い

委員、長谷川
は せ が わ

委員の３名でございますので、よろしくお願いします。 

       本部会に付議されました議案については、事前に配布いたしましたとおりで

ございますので、よろしくお願いします。 

       まず始めに、会長の専決事項の報告に入ります。 

       報告第１号から報告第４号につきまして事務局から一括してお願いします。 

 

事 務 局   議案書の１ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

       番号１、地区 川合 借人    、貸人    、申請地 一志町片野内

山   番 、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２７１㎡、外２筆で、合計

１，７８６㎡。 

       これにつきましては、農用地利用権設定を貸し人、借り人の双方の合意に基

づき解約をいたしたものであります。 

       他の２番から３番についても、同じく利用権設定を合意解約したものであり

ます。 

       以上、件数は３件で合計面積６，６４４㎡、その内訳は田であります。 

        

２ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       番号１、地区 久居、届出者    、届出地 久居野村町小膳田   番、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 １，０９０㎡。取得年月日 平成２３年４

月２日、取得事由    から相続。あっせん等の希望はございません。 

       番号２、届出者    、届出地 久居明神町北挟間   番、台帳地目・

現況地目とも畑、面積 １，１３２㎡、外２筆で、合計面積２，６５６㎡。取

得年月日 平成２３年３月１０日、取得事由    から相続。あっせん等の

希望はございません。 

       番号３、届出者    、届出地 久居明神町風早   番、台帳地目・現

況地目とも田、面積 １，００４㎡、外６筆で、合計面積６，６４３㎡。取得

年月日 平成２３年３月１０日、取得事由      から相続。あっせん等

の希望はございません。 
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       以上、件数は３件で、合計面積１０，３８９㎡、内容は、田が６，８９２㎡、

畑 ３，４９７㎡でございます。 

 

       ３ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

       番号１、地区 久居、申請者    、申請地 久居万町   番 、台帳

地目 畑・現況地目 雑種地、面積 ２５７㎡。 

       これにつきましては、申請者    は、昭和６２年ごろに隣地に倉庫と車

庫を建築したときに申請地も一緒に整地を行いました。自宅近くで管理がしや

すいため、駐車場にしております。始末書の提出がありますので追認しようと

するものでございます。 

       以上、件数は１件で、２５７㎡、内容は畑でございます。 

        

４ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

       番号１、地区 久居、受人    、渡人    と   、申請地 久居

野村町西生子   番 、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２，３７３㎡、

外７筆で、合計面積９，５５９㎡。 

       これにつきましては、受人の   は、渡人の   と   により申請地

を譲り受け、住宅地を造成し分譲しようとするものでございます。 

       番号２、受人    、渡人    、申請地 久居持川町丸永   番 、

台帳地目 畑・現況地目 宅地、面積 １９９㎡。 

       これにつきましては、受人の   は、渡人の   より申請地を譲り受け、

一般住宅を建築しようとするものであります。なお、   は、申請地を貸し

付け、借り人が住宅を４０年ほど前に建築しましたが、５年ほど前に焼失して

しまったものです。始末書の提出がありますので追認しようとするものでござ

います。 

       以上、件数は２件で合計面積９，７５８㎡、内容は田が３，２８９㎡、畑が

４，２１６㎡、その他が２，２５３㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。事務局から報告がありましたとおりでござ

いますので、よろしくお願いします。 

       それでは、議案事項に入らせていただきます。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   ５ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 榊原、受人    、面積 ５，１４１㎡、渡人    、

面積 ４３，１０６．４２㎡、申請地 榊原町砂田   番、台帳地目・現況

地目とも田、面積 ２，４３８㎡、外１筆で、合計面積２，８８８㎡。 

 



 4 

       これにつきましては、この後の議案第３号 番号１、２に関連するものです。 

       渡人の   は、経営する会社の資材置き場近くにある受人の   が所有

する田と申請地を交換し、資材置き場を拡張しようとするものであります。ま

た、受人の   は、土地改良した土地と交換することにより、農作業の効率

を向上させるとともに営農拡大を図るものであります。 

       番号２、地区 川口、受人    、面積 ９，８４５㎡、渡人    、

面積 １，２５３㎡、申請地 白山町川口上野前   番、台帳地目・現況地

目とも田、面積 １，１２５㎡、外１筆で、合計面積２，４２９㎡。 

       これにつきましては、受人の   は、渡人の   より申請地を譲り受け、

営農を拡大しようとするものであります。 

       番号３、地区 八手俣、受人    、面積 ４，０６０㎡、渡人    、

面積 ３，９４３㎡、申請地 美杉町八手俣梅ヶ広  番  、台帳地目・現

況地目とも畑、面積１４２㎡。 

       これにつきましては、受人の   は、申請地が家の近くで、所有農地に隣

接し通作に便利なことから、渡人の   より申請地を譲り受け、営農を拡大

しようとするものであります。 

       以上、件数は３件で合計面積５，４５９㎡、その内訳は、田が５，３１７㎡、

畑が１４２㎡でございます。 

       いずれの案件も農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       事務局から説明がありましたが、現地に立ち会っていただきました地元委員

のご意見をお伺いします。 

       １番、お願いします。 

 

堀川委員   ２９番 堀川
ほりかわ

でございます。今、事務局からこの榊原の土地をご説明いただ

いたとおりでございます。この次の議案第３号と関係するんですが、現場は、

ほ場整備もしてありませんし、沼田でもあります。  さんはこのところで去

年までは田んぼを耕作していたんですけれども、そこではやりにくいというこ

とで、   の所有する平坦な土地と交換しようということで、  さんにと

っては随分とメリットがあろうかと思います。ただ、この土地については、集

落も下流にあり開発も絡んできますので、十分注視しながらその辺のところを、

地域としては見守っていかないかんと思います。でも、この案件については、

事情がやむを得ん話である、そんなふうに考えています。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       ２番、お願いします。 

 

池田委員   ３５番 池田
い け だ

です。１０月１３日に総合支所２名と委員３名で現地を確認し

ました。現場につきましては、ちょうど   から北側へ行くと踏切がござい

まして、その踏切を越えたすぐの東側ということでございます。 

       事務局から説明のとおりで問題はないと思いますのでよろしくご審議お願い

します。 
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議  長   はい、ありがとうございます。 

       ３番、お願いします。 

 

萩野委員   ３９番 萩野
は ぎ の

でございます。１１日の日に事務局と現場立ち会いさせていた

だきまして、事務局の説明されましたとおりでございますので、よろしくお願

いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       ただいま地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いし

ます。いかがですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りいたします。ただいま審議をいただきま

した議案第１号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号について許可することと決定した

いと思います。 

       続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   ６ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

       番号１、地区 下之川、申請者    、申請地 美杉町下之川中津  番、

台帳地目 田・現況地目 雑種地、面積 ２７５㎡。 

       これにつきましては、申請者の   は、昭和５３年１１月ごろ大学を卒業

した次男が農業に就農するため大型農機を購入し、その農業用倉庫として建築

したものでございます。始末書の提出がありますので追認しようとするもので

ございます。第２種農地でございます。 

       以上、件数は１件で、２７５㎡、その内訳は田でございます。農地法第４条

第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       事務局の説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。 

       １番、お願いします。 

 

向田委員   ４０番 向田
むかいだ

です。去る１０月１２日、事務局と確認させていただきました。

先ほどの事務局の報告のとおりでございます。よろしくご審議お願いいたしま

す。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意見ありましたら。 
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部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました

議案第２号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号を許可いたします。 

       続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・所有権移転）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   ７ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 榊原、受人    、使用借人    、渡し人    、

申請地 榊原町西山   番、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，４１４

㎡。 

       これにつきましては、議案第１号 番号１及び次の番号２と関連したもので

す。受け人の   は、経営する会社の資材置き場拡張のため、渡し人   の

所有する申請地と   の所有する田を交換しようとするものであります。第

２種農地でございます。 

       番号２、受人    、使用借人    、渡人    、申請地 榊原町

西山   番、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２，０３９㎡。 

       これにつきましては、受け人の   の経営する会社の資材置き場拡張のた

め、渡人の   の所有する申請地を譲り受けようとするものであります。第

２種農地でございます。 

       以上、件数は２件で合計面積３，４５３㎡、その内訳は田でございます。い

ずれの案件も農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべて

を満たしていると考えます。以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       今、説明がありましたが、現地に立ち会っていただきました地元委員のご意

見を伺います。 

       はい、お願いします。 

 

 

 

 

 

堀川委員   ２９番 堀川でございます。先ほど議案第１号の１番で説明させていただき

ましたように、この土地は   の土地に隣接している  さんの土地でござ

いまして、この場所は、申し上げたように、  さんの土地を   が交換し

て、ここを資材置場として   に使用貸借しようとするもので、もうこの場

所については、先ほども申しましたように、従来より沼田であるし、農業をす

るには非常に困難な農地でございます。これも交換する理由であろうかと思い

ます。 
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議  長   はい、ありがとうございます。 

       地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いします。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りいたします。ただいま審議をいただきま

した議案第３号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号を許可いたします。 

       引き続きまして、議案第４号 非農地証明願についてを議題とします。 

       事務局、説明願います。 

 

事 務 局   ８ページをお願いいたします。 

       議案第４号 非農地証明願についてでございます。 

    番号１、地区 川合、願出者    ・   ・   、保佐人     ・、

申請地 一志町八太鮫    番  、台帳地目 田・現況地目 宅地、面積 

３２４㎡。 

       これにつきましては、申請者の   外３名の両親が申請地に５０年ほど前

に居宅を建てたものであります。祖父が建てた家は、平成２２年１０月に取り

壊しておりますが、家屋登記簿には昭和３６年に死亡した祖父が建てた木造草

葺平屋建の建物が表示されているため、２０年を経過していると判断されます。

津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定により建物

もしくは工作物の建造がなされており、当該土地が農地以外に供され２０年以

上経過している要件に該当しております。 

       番号２、地区 下之川、願出者   、申請地 美杉町下之川鰐垣内  番、

台帳地目 畑・現況地目 宅地、面積 ３４３㎡。 

       これにつきましては、申請者の   は、農地法が制定される以前の昭和２

３年に分家し、この申請地を買い、居宅を新築し、現在まで住まいしておりま

す。昭和２５年築、昭和２６年築と記された固定資産課税台帳記載事項証明書

が添付されており、津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２

号の規定により建物もしくは工作物の建造がなされており、当該土地が農地以

外に供され２０年以上経過している要件に該当しております。 

       以上、件数は２件で合計面積６６７㎡、その内訳は、田が３２４㎡、畑が３

４３㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。 

 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       事務局の説明がありましたが、現地に立ち会っていただきました地元委員の

ご意見をお伺いします。 

       １番、お願いします。 

 

守山委員   ３３番 守山
もりやま

 孝之
たかゆき

です。番号１の川合の件です。これは、昭和３７年ごろ
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となっておりますが、現在の家を建築したのが３７年。私のほうの集落ですが、

私の子供のころからそこには家が建っておったわけでございまして、もう７０

年も経っておると思います。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       ２番、お願いします。 

 

向田委員   ４０番 向田です。先程と同じで、私が小さい頃から建っておったものでご

ざいますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   はい、わかりました。ありがとうございました。 

       ただいま地元委員より説明がございましたが、皆さん方、何かご意見があり

ましたら。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りいたします。ただいま審議をいただきま

した議案第４号について証明したいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号を証明いたします。 

       続きまして、別冊としてお配りいたしました議案第５号 農業経営基盤強化

促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題としま

す。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。別冊の表紙を１枚めくっていただきたいと

思います。８月受け付け入力分、１１月公告分が１件ございまして、別紙にな

っておりますが、地区別集計表にはカウントいたしております。 

       久居、新規 ５件、再設定 １０件、所有権移転 １件、合計 １６件でご

ざいます。面積は、田 ５１，４５６㎡、畑が１６，５５２．９７㎡、合計面

積 ６８，００８．９７㎡でございます。 

       一志地区につきましては、新規 ８件、再設定 ６４件、合計 ７２件でご

ざいます。面積は、田 ６８，５６４㎡、畑は１，３６８㎡、合計面積 ６９，

９３２㎡でございます。 

       白山地区につきましては、新規が２件、再設定 ２件、合計 ４件でござい

ます。面積は、田が９，０３５㎡、合計面積 同じく９，０３５㎡でございま

す。 

       美杉地区につきましては、再設定 １件、合計 １件でございます。面積は、

畑が７８９㎡、合計面積 ７８９㎡でございます。 

       合計件数 ９３件、内訳は、新規 １５件、再設定 ７７件、所有権移転 １

件でございます。合計面積、田が１２９，０５５㎡、畑が１８，７０９．９７

㎡、総合計面積 １４７，７６４．９７㎡でございます。このうち認定農業者

集積状況でございますが、３４件で、合計面積は８０，８７８㎡でございます。 
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       以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       事務局より説明が終わりましたが、皆さん方のご意見をお伺いします。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   よろしいですか。意見もないようでございますので、お諮りいたします。た

だいま審議をいただきました議案第５号についてご異議ございませんか。よろ

しいですか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については適正であると認め、市

長に進達することといたします。 

       以上で、本部会に付議されました議案はすべて審議をいただきました。あり

がとうございます。 

 

 

 

これをもちまして、第１０回 第２農地部会を閉会します。 

 

                             午後２時５５分 

  

上記は、第１０回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２３年１０月２０日 

 

 

 

                       議  長              

 

                       出席委員              

 

                       出席委員              

 

 

 

 


